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土木工事における受発注者の業務効率化の推進について 

 

標記については、平成 22 年 9 月 29 日付け国官技第 206 号に基づき推進していると

ころであるが、今後のオンライン電子納品を前提とし、納品成果の利活用促進のため、

平成 30 年度より工事完成図書（長期保存書類）に加え、施工計画書や出来形・品質

管理資料等の工事帳票（短期保存書類）についても、原則、電子納品・保管管理シス

テムに格納することとした。 

ついては、平成 22 年 9 月 29 日付け国官技第 206 号、別紙「土木工事における受発

注者の業務効率化実施方針」の納品対象とする書類を下記のとおり変更する。 

 

記 

 

１．変更箇所 

 （１）別紙 第２ １．（２）③納品対象とする書類 

（現在） 工事完成図及び工事管理台帳 

（変更） 工事完成図、工事帳票及び工事管理台帳 

 

（２）付則 

（現在） 平成２２年１０月 １日から適用 

（変更） 平成３０年 ４月 １日から適用 

 

２．参考 

本変更に伴い、電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】及び、電子納品運用

ガイドライン【地質・土質調査編】についても改定 

 


